
権利擁護事業の

取組状況について

桑 名 市
KUWANA CITY

1

資料３－３



権利擁護事業の取組状況について

2

地域 専門職機関

令和元年度開催 「高齢者虐待防止研修会」

・運営推進会議等が開催中止となる

・専門職機関へ向けた「高齢者虐待防止研修会」は、集合型研修（グループワーク有）で
あったため、令和2年度については開催中止を決定

改めて、高齢者虐待防止の周知啓発方法について検討

早期発見・早期通報①

○ 虐待、成年後見、消費者被害等について、速やかに適切な対応をするにあたり、医療・介護専門職

、民生委員等多くの関係機関の人に知ってもらうことが、重要。
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〇研修会の開催形式
〇開催時間帯
〇取り上げて欲しい内容

〇日頃の業務を行う中で、虐待・虐待疑いを
発見した場合の対応への不安や疑問、困った
こと など
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研修会開催方法の検討

アンケート実施

ウェブを活用した研修会を
開催するのはどうかな？

参加しやすい時間帯は
どこかな？

〇ウェブ形式での開催希望が多数
〇日中時間帯での開催を希望
〇支援者として近い存在であるため、相談
するか躊躇してしまう
など、貴重なご意見あり

→アンケート結果をもとに、令和３年度の研
修会 内容を検討。

社会福祉士部会

3



権利擁護事業の取組状況について

令和３年８月１２日 「高齢者虐待防止研修会」

○令和３年８月１２日に開催をした「高齢者虐待防止研修会」については、令和２年度に実

施をした高齢者虐待に関する事前アンケーを元にＷＥＢ形式にて開催。介護支援専門員、

介護職、医療職等、幅広い職種の方に参加していただき、虐待の早期発見・ 通報につ

いての意識を高めていただいています。（参加者７７名）
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医療機関、介護保険機関、市関係機関（困窮・
障害等）、法律専門職へ配布。

地域の集まりの場が再開された際に、提示・
配布。→関係機関及び関係機関へ向け、周知
を行うことが出来ました。

関係機関向けに「経済的虐待」「セルフネグ
レクト」についての気付きポイントをまとめた
啓発チラシを新たに作成。
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新たなツールの作成

NEW

最近、経済的虐待が
増えているよね

虐待の背景には
困窮等の課題が

あるよね

セルフネグレクトって相
談してもいいか悩むっ

て聞くよ

障害や困窮部
署との連携も多
くなっているか
ら、そこにも周
知したいよね

社会福祉士部会



権利擁護事業の取組状況について

民生委員の区域会で高齢者虐待についてのアンケートを実施。

地域の方々や関係機関との関係が途切れないよう、様々な方法で周知・啓発を行う
ことで、相談・通報時にスムーズな情報収集ができ、複雑化したケースの対応を行う
ことができます。 6

それぞれの地域で

自らの訴えが難しい等でリスクの高い世帯について、ケアマネージャー等と連携し、
連絡や訪問。こまめに状態把握を行う。

新しいチラシを活用し、地域の見守りネットワーク会議等で周知。

高齢者虐待等、課題複合化事例については、適宜ケア会議を実施し、他機関と連
携、対応を協議。

包括だよりにて、高齢者虐待について周知。
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早期発見・早期通報②

○一定のリスクを抱える高齢者について、可能な

限り早期に把握し、問題の複雑化（困難事例化）

を予防する対応が、重要。
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○桑名市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査【いきいき・くわな】を活用した地域訪問を実施。

経済的困窮など、一定のリスクを抱える高齢者について、地域包括支援センターが訪問。関係機関

の案内や早期介入を行い、世帯の抱える課題の早期解決に努めました。

○消費者被害の防止・啓発

周知先：介護保険事業所・民生交流会・民生定例会・通いの場等
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○平成１９年度以降、毎月、成年後見センター・リーガルサ

ポート三重支部に所属する司法書士の協力を得て、

「成年後見制度相談会」を。（地域包括支援センター職員

も同席）
○令和２年度、 ２０件。

○虐待、成年後見、消費者被害等について、

高齢者を支援するにあたり、法務と福祉とで連

携して対応することは、重要。

 

 

 

 

 

 

日 時：毎月第１水曜日 ９：００～１２：００ 

 １回１時間程度 （事前申込が必要です） 

会 場：桑名市総合福祉会館第１会議室（常盤町５１番地） 

費 用：無料 

相談者：司法書士（地域包括支援センター職員も同席） 

対 象：桑名市在住で６５歳以上の方とそのご家族 

開   催   日 

平成３０年 ４月 ４日 （水） １０月 ３日 （水） 

５月 ２日 （水） １１月 ７日 （水） 

６月 ６日 （水） １２月 ５日 （水） 

７月 ４日 （水） 平成３１年１月 ９日 （水） ※ 

８月 １日 （水） ２月 ６日 （水） 

９月 ５日 （水） ３月 ６日 （水） 

※ 平成３１年１月は第２水曜日に開催 

司法書士による 

成年後見制度相談 

お申し込み・お問合せ先 

桑名市社会福祉協議会 

（桑名市福祉後見サポートセンター） 

桑名市常盤町５１ 総合福祉会館内 

TEL２２－８２１８ FAX２３－５０７９ 
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成年後見制度の普及・啓発①
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「桑名市福祉後見サポートセンター」について

成年後見制度に関する周知・啓発。相談、支援や情報提供

を行う、「桑名市福祉後見サポートセンター」を 桑名市社会

福祉協議会に委託し、桑名市総合福祉会館に平成27年7

月1日に開設。より多くの市民に利用していただくことを目指

しています。

「運営委員会委員」

・大学教授、弁護士、社会福祉士、医師、

介護支援専門員、司法書士、地域包括支援センター

障害者総合相談センター、介護高齢課長、障害福祉課長

桑名市福祉後見サポートセンター」
開設時の様子

成年後見制度の普及・啓発②
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○市民後見人の養成

市民後見人養成講座（基礎編・実践編）を平成２７～２８年度 にかけて開催。（約３０名受講）

その後、修了生の中から１３名が市民後見人候補者名簿に登録されており、現在まで5名の方（前

年度から1名増）が市民後見として選任されています。市民目線の身上保護を重視した支援を行っ

ていただいています。

成年後見制度の普及・啓発③

○市民後見人養成講座（フォローアップ研修）

市民後見人養成講座（基礎編・実践編）修

了生を対象に、継続した知識の習得のため

研修を行う。※参加者15名

フォローアップ研修(R3.3.16)

○成年後見制度推進シンポジウム

シンポジウムを通じて、成年後見制度につ

いての周知啓発を行いました。

令和２年度（６回目）は、「任意後見制度」

をテーマに、YouTubeによる動画配信にて

開催を行いました。

（令和3年3月16～3月26日配信、

参加者65名）

成年後見制度の普及・啓発④

成年後見推進シンポジウム撮影風景 10


